
　　　　

2026 年 3 月 1 日

10 時 0 分から 15 時 0 分まで あり

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等
・ハロウィンやクリスマス会等、季節に合わせた行事
・外出活動

（別添資料１）

家族支援
・家族支援（相談や助言）
・家族の休息、リフレッシュ
・個別療育でのペアレントトレーニング

移行支援
・学校などへの情報提供・共有
・移行支援会議・カンファレンスへの参加

地域支援・地域連携

・関連施設への様子報告（相談支援事業所等）
・自立支援協議会への参加 職員の質の向上

・新採職員研修
・研修実施(コンプライアンス、虐待防止、感染症予防、医療安全等)
・定期的なケース会、反省会の実施

支　援　内　容

・健康状態の把握
・生活リズムの安定

・遊びや機能訓練を通して、様々な感覚を養う
・保有する感覚を十分に活用できる支援をする
・参加可能な運動活動（エアポリン、バランスボール）を導入して、様々な刺激が体感できるように支援する

本
人
支
援

・絵本や製作、音楽活動を通して季節を感じる
・日中活動により色・形・重さ・柔らかさなどの感覚を養う

・遊びや様々な活動を通して多くの言葉に触れる
・言語だけでなく、スキンシップ等も活用しながらコミュニケーションを図る

・年齢、性別問わず、他利用者さんとの交流をすることで社会性を育む

支援方針 在宅重症心身障害児（者）と、家族の方々がより豊かな生活を送っていただくために支援を行い、医療と福祉の向上をめざします。

営業時間 送迎実施の有無

法人（事業所）理念
子どもたちがいきいきと育つためには家族の支えがなにより必要ですが、さまざまな人々が協調し、支援していくことも大切です。療育に関わる私たちは、その職務を通して専門的な知
識や技術を向上させ、よりよい支援を総合的に提供できるよう努めます。また、子どもたちの個性やニーズを大切にし、権利を守る療育は子どもたちを成長させるとともに、療育に参加
する一人ひとりの人生を豊かにするものです。私たちはこのような考えのもと、より質の高い療育の普及と療育システムの構築をめざします。

事業所名 愛媛県立子ども療育センター　通所 作成日支援プログラム(児童発達支援)


